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やまなしスポーツエンジン事務局

誓約書以外は、全て6部ご提出をお願い致しま

す。

補助金の交付額について、募集案内に「予算額

8,000千円の範囲内で補助事業者を採択」とあ

りますが、補助事業者の採択にあたり、申請額

どおりの金額を前提に採否を判断する方式なの

か、あるいは採択後に申請額を上限として実際

の交付額を調整・決定する方式なのか、ご教示

いただけますでしょうか。

採択後に申請額を上限として実際の交付額を調

整・決定する方式となります。

募集案内に、各費目20%超の増減は事前承認が

必要という旨の記載がありますが、これは費目

ごとの管理という理解で相違ないでしょうか。

各費目の管理という理解で相違ございません。

全国大会を山梨県で初開催したいと考えている

が対象となるか？

2回目の補助を受ける場合の条件はなんです

か？

質問 回答

募集対象は「新規性の高いスポーツイベント」

との記載がありますが、ランニングのイベント

や自転車のイベントは新規性の高いスポーツイ

ベントに該当するでしょうか？

継続開催しているイベントも対象となるでしょ

うか？

複数のイベントを申請することは可能でしょう

か？

「その他添付書類」につきまして、具体的にど

のような書類の提出が必要となるかご教示いた

だけますでしょうか？

誓約書以外は全て6部提出が必要でしょうか。

山梨県で開催したことのないスポーツイベント

または、継続開催しているイベントであっても

新たな要素を追加したイベントを新規性の高い

スポーツイベントとしております。上記要件を

満たしていれば、ランニングや自転車のイベン

トも対象となります。

継続開催しているイベントであっても新たな要

素や新種目を盛り込んでの開催の場合は対象と

なります。しかし、審査時に山梨初開催のイベ

ントと比較いたしますと評価が低くなる可能性

がございます。

申請は、同一年度あたり1事業者1回限りとして

おり、1つのイベントのみ申請が可能です。

山梨県初開催であれば、対象になります。

継続して行う中でも新たな取り組みを追加して

もらう必要があります。

企画書やプレゼン資料等の事業説明の補足とな

る資料を添付頂いております。
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どの程度具体的に記載するか、また何を記載す

るかは申請者の判断によります。

「山梨県の認知度向上」に寄与する取り組みに

ついて、イベントHP、SNS発信、観光PR、地

場産業との連携、マスメディア露出等のうち、

特に重視される観点がございましたらご教示い

ただけますでしょうか。

審査に関することのため、回答を控えさせて頂

きます。

「他都道府県での実施状況（類似するスポーツ

イベント等も可）」の記載について、

•申請者のイベント遂行能力を評価する観点か

ら、申請団体自身が過去に他都道府県で実施し

たイベントの実施状況を記載する趣旨なのか

•同規模イベントの効果やインパクトを確認す

る観点から、今回申請するイベントと規模・内

容等が類似するイベントについて、主催団体を

問わず、山梨県外での開催事例を記載する趣旨

なのか

どちらを想定されているのか、ご教示いただけ

ますと幸いです。

申請者のイベント遂行能力を評価する観点から

実施状況を記載する趣旨となります。申請団体

自身が過去に他都道府県で実施したイベントや

主催団体を問わず、他県で実施されている類似

のイベントを記載ください。

質問 回答

④多くの県民がスポーツに親しむ契機となる仕

組み【様式第１号の２（2）②】

「当該スポーツの子供向けや初心者向けなどの

体験ブースを設けるなど」とありますが、体験

ブース以外にも、初心者向け講習、観戦企画、

親子参加企画等でも評価対象となり得るか確認

させていただきたく存じます。

記載された内容は全て審査の対象となります。

「やまなしスポーツエンジンが実施するアン

ケートへの協力」について現時点で想定されて

いる内容や実施方法（参加者配布形式等）がご

ざいましたら、ご教示いただけますと幸いで

す。

現時点では、未定となっております。

「実施体制の妥当性」について、申請書には、

責任者・担当者の役割分担や協力団体、外部委

託先等を、どの程度具体的に記載することが望

ましいでしょうか。

また、安全管理体制や緊急時対応体制について

も、記載が必要となりますでしょうか。
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地域への経済効果」の算出にあたり、宿泊費・

飲食費・交通費等の直接的な消費額に加え、一

般的な経済波及効果（波及倍率等）を用いた試

算を記載することは問題ないでしょうか。

申請者の判断によります。

質問 回答


